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発 行 日 

2020(R02)年 04 月 15 日 

【支部員人数】 
（2019年09月12日現在） 

組合員数 支部支店数 合計 

南  地  区 11  11 

中  央  地  区 14 1 15 

鶴  南  地  区 16  16 

中 央 林 間  地 区 11  11 

綾  北  地  区 10  10 

綾  南  地  区 7  7 

合  計 69 1 70 

（赤字は異動があった地域と数） 

 

コ ロ ナ 対 策 関 連 特 集 

衛生

関係 

マスク編 
コロナウィルスの感染が始まって以来、マスクや消毒薬の

不足が騒がれており、それぞれ入手が困難な状況です。 

マスクについては、“手に入らなければ作ってしまえ。”とい

うことで、簡単な手作りマスクの作り方レシピをお教えしま

す。 

さらに、間にキッ

チンペーパーを挟

むと良いです 

今まで経験のない病原体「コロナウィルス」による、未曽

有の状況が発生し、生命だけでなく、日常の生活はじめ美容

業界の経営活動まで脅かされています。 

また、行政の対応内容も日々変化し、その情報も刻々と変わ

っており私たちとしてはより確実な情報を求めています。 

  

支部としても、少なくとも支部員の皆様に事実の情報を提

供しようと日々その収集に努めています。 

そこでこの度、今後のサロン経営対策の参考にしていただ

くために、支部たよりの号外として「コロナ対策特集」を作

成致しました。 

限られた紙面での情報ですが少しでもお役に立てて頂きた

いと願っております。 
 

消毒液編 
ウィルスの殺菌についてはエタノール、次亜塩素酸液、紫外線などがありますが、 

エタノールは現在入手不可能です。そこで、これに代わる強力な消毒液も“作っちゃえ” 

神奈川県も休業要請へ   

黒岩知事「協力金は検討中」 
毎日新聞 4/10(金) 15:37   

緊急措置に係る知事メッセージ（4月10日） 

11日から、多くの県民の皆さんが利用する施設の使用や、複数の方が参

加するイベントの開催の停止などを、本日改めて、要請することとしま

した。 具体的には、キャバレー、ナイトクラブなどの「遊興施設」、「大

学、学習塾等」、水泳場、ボーリング場などの「運動、遊技施設」、劇場

や映画館、などの施設については、基本的に休止をお願いします。 ま

た、その他の規模の小さな施設についても、施設使用の停止の趣旨をご

理解いただき、適切に対応いただくよう協力をお願いします。 厚木保健福祉事務所大和センター 

046-261-2948 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614802.pdf


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

  

 

給付金編(事業者用) 

〇経営続化給付金（政府）(4月８日現在) 

特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支

え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金。 

補正予算の成立後速やかに申請受付を開始する予定。申

請開始の日時、申請期間などについては現在検討中。 

・対象となる事業者： 

中堅・中小企業のほか、フリーランスを含む個人事業者

など幅広い事業者を対象とする予定。詳細は決定され次

第速やかに公表される。 

・給付金額の計算方法： 

詳細は検討中。2019年の売上を基準にして、2020

年中の売上が50％以上減少した月の売上から計算する

ことを基本とする予定。 

•給付額＝（前年の総売上（事業収入））－（前年同月

比-50％月の売上×12か月） 

•給付上限額は、法人：200万円、個人事業者等：

100万円 

・申請の方法： 

電子申請を用いる予定。ただし、電子申請を行うことが

困難な場合は、全国に受付窓口を開設して対面で対応す

るなどの代替手段を確保する予定。 

・問い合わせ先： 

中小企業 金融・給付金相談窓口 

（03-3501-1544） 

・担当： 

中小企業庁長官官房総務課 高倉 

 担当者：茂木、角田 

 電話：03-3501-1511（内線5151) 

 03-3501-1768（直通） 

03-3501-6801（FAX） 

 

従業員対策編 Q&A 

・緊急事態宣言で給料はどうなる！？ 

１事業継続を求められている業種の場合 

 事業をそのまま継続するので基本的に休業手当の問題に

なりませんが、時間短縮など一部休業を行う場合には事業

主の自主的判断で行うものであり、休業手当を払うことに

なる。 

２休業要請を受けている業種の場合 

法律に基づく事実上の効果の高い「要請」ですので休業

手当を払う必要はない。 

３休業要請されている業種ではないが、入居しているテナ

ント・商業施設が閉館する場合 

 経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることの

できない事態、つまり「使用者の責めに帰すべき事由」は

ないので休業手当の問題にはならない。 

※客の激減」により、休業を迫られた場合、「休業手当を

払わなくても違法ではなくなる」との見解もあります。

「＜新型コロナ＞緊急事態の業務停止 休業手当の義務、

対象外 厚労省見解」 

・従業員が感染！休業せざるをえない場合、給与の支払い

はどうする？ 

「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しない

と考えられますので、休業手当を支払う必要はありません

が、健康保険に加入されている方であれば、要件を満たせ

ば、健康保険から傷病手当金が支給されます。 

・売上が見込めないため、従業員を休ませる場合、休業手

当は必要ですか？ 

新型コロナウイルスの影響により、不可抗力のために従

業員を休ませる場合は、使用者に休業手当の支払義務はあ

りません。例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感

染症を受け事業を休止したことに伴い従業員を休ませる場

合。 

 しかし、美容業の場合はこれに該当しません（不可抗力

によらない）ので、使用者は休業手当を支払う義務が発生

します。 

参考URL 厚生労働省 

「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例

措置の拡大について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09941.html 

 

支援

関係 

雇用調整助成金編  
・経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ

た事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練

又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合

に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの。 

【緊急対応期間】4月1日から6月30日まで。感染

拡大防止のため、この期間中は、全国で以下の特例措

置を実施 

①対象：新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事

業主（全業種） 

②要件：生産指標要件を緩和（1か月５％以上低下） 

③助成金対象：雇用保険被保険者でない労働者の休業

も助成金の対象に含める 

④助成率：4/5(中小)、2/3(大企業) 

（解雇等を行わない場合は9/10（中小）、3/4（大企

業)) 

⑤提出：計画届の事後提出を認める（1月24日～6

月30日まで） 

⑥１年100日、３年150日＋上記対象期間 

参考URL 

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま

え雇用調整助成金の特例を拡充します」

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/0

00620642.pdf 

 

給付金編(世帯用) 

〇生活支援臨時給付金（仮称）（政府） 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により

収入が減少し、生活に困っている世帯に対する生活維持

のための臨時の支援として実施。 

・事業の実施主体と経費の負担 

•実施主体は市区町村 

•実施に要する経費（給付事業費及び事務費）につい

て、国が補助（10/10） 

・給付対象 

世帯主の月間収入（本年2月～6月の任意の月）が、 

(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、

かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準（※）と

なる低所得世帯。 

(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減

少（半減以上）し、かつ年間ベースに引き直すと住民税

非課税水準（※）の2倍以下となる世帯等を対象とす

る。 

※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主（給与所得

者）の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区

分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。 扶

養親族等なし（単身世帯） 10万円 

•扶養親族等1人 15万円 

•扶養親族等2人 20万円 

•扶養親族等3人 25万円 

（注1）扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者

を指す。 

（注2）扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当

たり5万円加算。 

・給付額：1世帯あたり30万円. 

・申請と給付の方法 

•収入状況を証する書類等を付して市区町村に申請。 

（申請者や市区町村の事務負担を考慮して、可能な限り

簡便な手続きを検討。申請方法は、申請書類の郵送を基

本としオンライン申請も検討。） 

•給付金は原則として本人名義の銀行口座への振り込み 

・給付開始日：市区町村において決定。 

※公務員、大企業の勤務者等は対象者には含まれない。

また、生活保護者や年金のみで生活されている方なども

原則として対象とならない。 

※収入を証明する書類とは、本年2月～6月の任意の

月の収入がわかる給与明細や雇い主からの証明書、帳簿

の一部の写しなど。 

※受給回数は1世帯当たり1回まで。 

※具体的な申請の受付開始時期は市町村において設定さ

れる。 

・問い合わせ先：生活支援臨時給付金コールセンター 

03－5638－5855 

政府支援の助成金（4/10更新） 
(1)雇用調整助成金 

(2)小学校等の臨時休校に伴う保護者の所得減少を補うための新助成金制度 

(3)新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了

していた時間外労働等改善助成金（テレワークコース、職場意識改善コース）について、特例的なコースの新設。 

支払い・納付猶予編 
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、税金や社会

保険料、公共料金の支払いが難しくなる個人、中小事業

者を対象に支払いを猶予する制度。 

・所得税や消費税などの１年間の納付猶予 

・厚生年金保険や健康保険料の１年間の納付猶予 

・自営業者や、厚生年金に加入していないパート・アル

バイトなどが加入する国民健康保険や国民年金保険料徴

収の６ヶ月～１年間の支払い猶予 

・公共料金などの支払い猶予 

資金繰り支援編 
経済産業省関係 

新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまた

は、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として

相談窓口を設置。日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、

信用保証協会、商工会議所他。 

小学校等の臨時休校に伴う保護者の

所得減少を補うための新助成金編  
・新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校

等が臨時休業した場合等に、保護者である労働者の休

職に伴う所得の減少への対応として有給休暇を取得さ

せた事業主への支給。 

●支給額 

・労働者を雇用する事業主の方：休暇中に支払った賃

金相当額 × 10/10 １日当たり 8,330 円 を支給上

限 

・委託を受けて個人で仕事をする方：就業できなかっ

た日について、１日当たり4,100 円（定額） 

●適用日： 

令和２年４月１日～ 6 月 30 日 の間に取得した休暇 

参考URL 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に

よる小学校休業等対応助成金・支援金の延長につい

て」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10605.h

tml 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09941.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620642.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620642.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10605.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10605.html

